
公益性を取扱う仕組みのあり方に係る検討の主な視点（判断要件のあり方） 
  

主な視点 留  意  点 

○  非営利法人が公益性を有す

ると判断するための要件の基

本的考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  「公益性の客観的で明確な判断基準」（公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針）となる

ことを目指して検討を進める必要があるのではないか。 

・ 非営利法人が公益性を有すると判断するための要件について、以下のように考えられるので

はないか（「新たな非営利法人制度における公益性の位置付けに係る検討の主な視点」参照）。 

－ 法人を①法人の目的、②法人の事業、③公益性を有する法人に必要な規律の面から捉える。 

－ (1)公益性を有すると判断する際の要件と、 

(2)その公益性が維持・確保されるための要件 

とに分けて検討。 

－ このうち、 

(1)の要件については、非営利法人の要件に加えて必要となる要件を検討。 

(2)の要件については、(1)の要件の維持のほか、いわゆる活動実績についても判断要素と

することが適当。 

－ (1)の要件においても、活動実績を判断要素とすることをどのように評価するか。既に設立

された非営利法人については、事前に相応の活動が求められることとなる。また、新設の非

営利法人については、一定の活動実績を求めることとなるが、どのように考えるか。 

・ 公益性を判断する要件を考える際には、 

①法人設立者等の判断に資する要件の客観性の確保、 

②客観性と両立し得る要件の柔軟性の確保、 

③法人活動の適正さの判断に資する透明性の確保、 

④公益性に相応しい規律を前提とした自律性の確保 

といった視点が必要、との指摘。 

・  公益性について厳密に定義することは困難であり、むしろ公益性を判断する手続きを透明で

適正なものとすることにより、公益性が確保されるとの指摘。 

・ 公益性を判断する要件として、法人ではなく、事業に着目する見解は、上記の考え方に従え

ば、法人の目的や規律を重視せず、特に事業のみに着目して要件を検討するものと理解し得る

が、どうか。 
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主な視点 留  意  点 

 

○ 具体的な要件の考え方 

 － 総論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 各論 

・法人の目的に係る判断基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法人の事業に係る判断基準

 

 

・  現行の民法・公益法人に係る指導監督基準、ＮＰＯ法人制度や特別法に基づく法人制度等を

念頭に置きつつ、現に存在する公益法人等の実態も踏まえて、公益性を有すると判断するため

の要件を検討する必要があるのではないか。 

・  また、公益性を取扱う仕組みに係る効果を念頭に置いて、こうした要件を検討する必要があ

るのではないか。 

・ 現行の公益法人を念頭に置けば、法人の財産や社員数等は、法人により大きく異なることか

ら、非営利法人ＷＧの検討状況も踏まえ、公益性を判断する要件を定めるに当たり、一律の要

件を設定するのではなく、法人の規模の大小を考慮に入れることについて、どのように考える

か。 

・ 公益性を判断する要件を定めるに当たっては、公益の中身は地域によって異なり得るとの観

点から、判断主体のあり方とも関連するが、一律の要件を設定するのではなく、地域に応じて

異なる要件を認めることが必要との考え方をどのように評価するか。 

 

 

・  (1)公益性を有すると判断する際に、ある非営利法人が達成しようと意図する目的と、法律上

の公益性を有する非営利法人の目的規定を照合しその適合いかんで、当該法人が公益目的を有

しているか否かを判断することになるのではないか。 

 － 定款等において、構成員相互の親睦を図るといった共益的な目的等を主たる目的としてい

ないかといった点を公益性の判断基準とすることについて、どう考えるか。 

・  (2)公益性が維持・確保されるための基準として、当該公益性を有する非営利法人が意図した

目的が達成されているかどうかについて、事業の実施状況等を含む活動実績の面からも検証す

る必要があると考えられるが、どうか。 

・ これらの他にどのような判断要素が考えられるか。 

 

・ 公益性を有する非営利法人の事業については、 

①本来的な公益性を有する事業（公益事業）と、 
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主な視点 留  意  点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   ・  法人に必要な規律に係る

判断基準（注） 

②その法人の公益目的を実現するために、あくまで付随的に収益を目的として行う、いわゆ

る収益事業 

を峻別して検討することが考えられるが、どうか。 

その際、公益事業については、指導監督基準を踏まえれば、 

①法人の公益目的に照らし適切な内容の事業であって、 

②その事業内容が定款等の上で具体的に明確にされており、 

③営利企業として行うことが適当と認められる性格・内容の事業を主とするものでないもの

と規定し得ると考えるが、どうか。 

・  (1)公益性を有すると判断する際の基準としては、上記の公益事業の規定に照らした検討が必

要と考えられるが、どうか。 

なお、公益性を要件としない非営利法人の行い得る事業については格別の制限をしない方向

で非営利法人ＷＧにおける検討が進められている点に留意。 

・ (2)公益性が維持・確保されるための基準として、定量的に捉える観点も含め、事業の実施状

況の面から、どのような点について検討することが必要か。 

 

・  (1)公益性を有すると判断する際の基準としては、非営利法人ＷＧの検討状況を踏まえつつ、 

①解散時の残余財産の帰属、 

②財産的基盤の確保の要否、 

③理事会の必置の要否、 

④理事構成の制限の要否、 

といった点について検討が必要と考えられるが、どうか。 

なお、上記①に関し、公益性を要件としない非営利法人については、定款又は社員総会の決

議によって定めることとする方向で非営利法人ＷＧにおいて検討が進められている点に留意。 

・  (2)公益性が維持・確保されるための基準として、定量的に捉える観点も含め、規律の遵守状

況の面から、どのような点について検討することが必要か。 

（注）(a)公益性を有する非営利法人に必要な規律のうち、公益性の判断基準に必ずしも該当しないもの（理事の責任のあり方等）及び(b)法人の規律（ガ

バナンス等）の遵守を担保するための制度的な仕組みや手段のあり方については、後述の適正運営の確保のところで検討。 
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